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   船舶事故調査報告書 

 

                             平成３１年３月２０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成３０年８月３０日 ０７時１４分ごろ 

発生場所 愛媛県今治
いまばり

市大
おお

島東方沖 

六ツ瀬灯標から真方位１６２°２.５海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°０９.３′ 東経１３３°０８.７′） 

事故の概要 貨物船十八東洋
とうよう

丸は、南西進中、また、漁船蛭子
え び す

丸は、南東進中、

両船が衝突した。 

蛭子丸は、船長及び甲板員が負傷し、左舷中央部外板に破口を生

じ、また、十八東洋丸は、球状船首の塗装に剝離を生じた。 

事故調査の経過 平成３０年８月３１日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船 十八東洋丸、４９８トン 

１４０２２９、山桝海運株式会社 

７４.５９ｍ×１２.１０ｍ×７.４２ｍ、鋼 

ディーゼル機関、７３５kＷ、平成１７年９月７日 

Ｂ 漁船 蛭子丸、４.８９トン 

ＥＨ３－４７１８０（漁船登録番号）、個人所有 

７.１０ｍ（Lr）×２.４４ｍ×１.２９ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、漁船法馬力数４０、昭和５６年 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５０歳 

   四級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成１３年８月６日 

    免 状 交 付 年 月 日  平成２８年４月２７日 

免状有効期間満了日 平成３３年８月５日 

  航海士Ａ 男性 ３１歳 

   五級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成２１年６月３日 

    免 状 交 付 年 月 日  平成２６年２月１９日 

免状有効期間満了日 平成３１年６月２日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ５７歳 
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   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５８年１２月２日 

    免許証交付日 平成２５年１１月１４日 

           （平成３０年１２月１日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 重傷 ２人（船長Ｂ及び甲板員Ｂ） 

 損傷 Ａ 球状船首の塗装に剝離 

Ｂ 左舷中央部外板に破口（全損） 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西、風速 約３m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の末期 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａ、航海士Ａほか２人が乗り組み、コンテナ８０個を

積載し、平成３０年８月２９日２１時４０分ごろ阪神港大阪区を出港

し、福岡県福岡市博多港に向かった。 

Ａ船は、３０日０３時３０分ごろ航海士Ａが昇橋して単独の船橋当

直につき、備讃瀬戸東航路及び備讃瀬戸北航路を経由したのち自動操

舵とし、約１３ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で、備

後灘推薦航路線に沿って南西進した。 

航海士Ａは、０７時１０分ごろ、今治市梶
かじ

島北方約２Ｍ沖に至り、

３Ｍレンジ、ヘッドアップ及びセンター表示としたレーダー画面上

で、右舷船首約５０°約１Ｍに認めたＢ船の映像に電子カーソル

（Electronic Bearing Line）（以下「ＥＢＬ」という。）を当て、方位

変化及びエコートレイル（映像の移動方向と速度の目安となる残像表

示）を数十秒見て、Ｂ船がＡ船の船首方を左方に通過すると思った。 

航海士Ａは、来島海峡航路入航に先立ち、Ａ船が、間もなく位置通

報ライン（ＥＮライン）（以下「通報ライン」という。）に達すること

から、操舵室左舷後部に備えた海図台に移動して船尾方に向き、通報

ラインの名称を海図で確かめ始めた。 

航海士Ａは、通報ラインの名称を確かめ終えて船首方に振り返った

とき、右舷船首方至近にＢ船を視認し、左舵２０°としてＢ船を避け

ようとしたが、衝撃音を聞き、Ｂ船と衝突したことが分かった。 

船長Ａは、自室で休息中に衝撃を感じ、Ａ船が左方に針路を転じて

いることに気付いて昇橋し、航海士Ａから報告を受けてＢ船と衝突し

たことを知り、直ちに操船指揮をとってＢ船乗組員の救助に向かうと

ともに海上保安庁に本事故の発生を通報した。 

Ｂ船は、船長Ｂ及び甲板員Ｂが乗り組み、潜水器漁業の目的で、０

６時５０分ごろ、今治市四
し

阪
さか

島南西岸沖の操業海域に向かい、同市宮

窪漁港を出航した。 

船長Ｂは、Ｂ船が大島東端の戸代
と し ろ

鼻を右方に通過した辺りで、針路

を操業海域に向けた。 

Ｂ船は、船長Ｂが、甲板員Ｂを操舵室後方で休ませ、自身が同室に
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立ち、舵輪を握って手動操舵で操船に当たり、今治市カマギ島の東方

に至ったころ、左舷方にＡ船を視認し、約２４kn の速力で南東進し

た。 

船長Ｂは、右舷船首方に白色の小型船１隻を認め、同船が四阪島西

方約１Ｍに位置する梶島北岸沖で漂泊して潜水器漁業に従事している

可能性があると思い、同船を注視しながら航行を続けていたところ衝

撃を感じてＡ船と衝突したことを知り、甲板員Ｂの名前を叫んだ後、

意識を失った。 

船長Ｂは、甲板員Ｂに呼ばれて意識が戻り、甲板員Ｂに知人に電話

を掛けさせている間に、Ｂ船が水船状態となってハンドレールに掴ま

っていたところ、Ａ船から救命浮環が投げられ、甲板員Ｂと共にＡ船

に救助された。 

船長Ｂ及び甲板員Ｂは、Ａ船で岸壁に向かって搬送される途上、来

援した巡視船に収容されて岸壁に移送され、船長Ｂがドクターヘリ

で、甲板員Ｂが救急車で、病院にそれぞれ搬送され、船長Ｂが全治約

２か月の右大腿
たい

部打撲及び裂創並びに頸
けい

椎捻挫と、甲板員Ｂが全治約

３か月の右下腿裂創、右膝靱帯損傷及び左母指靱帯損傷とそれぞれ診

断された。 

（付図１ 事故発生経過概略図、付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜

粋）、付図２ Ａ船の一般配置図（抜粋）、写真１ Ａ船の損傷状

況、写真２ Ｂ船、写真３ Ｂ船の損傷状況 参照） 

 その他の事項 航海士Ａは、Ｂ船の映像にＥＢＬを当てて数十秒ほど見たところ、

Ｂ船が、エコートレイルの長さがＡ船の約１.５倍あった上、方位が

左方に変化したように見えたので、Ａ船の船首方を左方に通過すると

思った。 

航海士Ａは、通報ライン通過とほぼ同時に通報できるよう、間もな

く達する通報ラインの名称を確認することとして海図台に向かった。 

航海士Ａは、目視及びレーダーにより、Ｂ船に対する見張りを継続

していれば、Ｂ船との接近に気付くことができたので、Ｂ船が通過し

た後、通報ラインの名称を確かめればよかったと本事故後に思った。 

船長Ｂは、梶島北岸沖に認めた白色の小型船が潜水器漁業に従事し

ていれば、当分の間、当該海域で漁獲が期待できず、同漁業に従事し

ているか否かを確かめようとして同船を注視していたが、Ａ船に対す

る見張りを継続していれば、Ａ船との接近に気付いていたと本事故後

に思った。 

Ａ船及びＢ船の周囲には、Ａ船の船尾方に同航船が存在していたも

のの、両船の避航動作を妨げる他船はいなかった。 

航海士Ａ及び船長Ｂは、Ａ船の船首部とＢ船の左舷中央部とが衝突

したことを本事故後に知った。 

Ａ船は、０６時４３分２１秒から０７時１４分１３秒まで船首方位
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２３２°～２３７°で航行し、０７時１４分３２秒以降同方位が左方

に変化して旋回した。 

海上試運転成績書によれば、Ａ船は、５°左方に回頭するのに約９

秒を要した。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、大島東方沖を南西進中、航海士Ａが、Ｂ船の映像をレーダ

ーで認めたが、Ｂ船がＡ船の船首方を左方に通過すると思い、通報ラ

インの名称を海図で確認していて、Ｂ船に対する見張りを適切に行わ

ずに航行を続けたことから、Ｂ船と接近していることに気付かず、Ｂ

船と衝突したものと考えられる。 

航海士Ａは、Ｂ船の映像にＥＢＬを当てて短時間観察し、Ｂ船が、

エコートレイルの長さがＡ船の約１.５倍あった上、方位が左方に変

化したように見えたので、Ａ船の船首方を左方に通過すると思ったも

のと考えられる。 

Ｂ船は、大島東方沖を南東進中、船長Ｂが、Ａ船を目視により認め

たが、右舷船首方に認めた小型船を注視していて、Ａ船に対する見張

りを適切に行わずに航行を続けたことから、Ａ船と接近していること

に気付かず、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

船長Ｂは、梶島北岸沖に認めた白色の小型船が潜水器漁業に従事し

ているか否かを確かめようとして同船を注視していたものと考えられ

る。 

原因 本事故は、大島東方沖において、Ａ船が南西進中、Ｂ船が南東進

中、航海士Ａが通報ラインの名称を海図で確認していて、また、船長

Ｂが、右舷船首方に認めた小型船を注視していて、互いに見張りを適

切に行なわずに航行を続けたため、共に接近していることに気付か

ず、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・操船に当たる者は、他船を認めた際、当該他船との衝突のおそれ

の有無を判断できるよう、目視によって方位変化を把握したり、

レーダー等の航海計器を活用する場合においても、同計器上で他

船の監視を継続するなどして、初認後も適切な見張りを維持する

こと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

時 刻 

時：分：秒 

北 緯 

（°-′-″） 

東 経 

（°-′-″） 

船首方位 

（°） 

対地針路 

（°） 

対地速力 

（kn） 

06:43:21 34-12-48.3 133-15-02.1 237 242.2 12.5 

06:45:21 34-12-35.2 133-14-53.9 234 238.3 12.8 

06:50:01 34-12-02.8 133-13-52.7 235 237.4 12.7 

06:55:12 34-11-28.3 133-12-45.0 235 239.2 12.9 

07:00:01 34-10-55.1 133-11-42.1 234 237.9 12.7 

07:04:02 34-10-27.1 133-10-50.4 232 234.9 12.6 

07:08:02 34-09-58.5 133-10-01.0 235 236.5 12.7 

07:12:02 34-09-31.0 133-09-09.2 233 238 12.6 

07:13:02 34-09-24.1 133-08-56.6 233 236.2 12.6 

07:14:13 34-09-15.8 133-08-41.5 233 236.4 12.6 

07:14:32 34-09-13.7 133-08-37.7 225 235.1 12.6 

07:14:59 34-09-09.8 133-08-32.7 211 217.8 12.3 

07:16:13 34-08-57.1 133-08-28.0 129 153.3 9.2 

07:17:02 34-08-54.8 133-08-34.6 065 078.9 8.2 

※船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。また、船首方位及び対地針路は

真方位である。 

戸代鼻 

香川県 

愛媛県 

宮窪漁港 

大 島 

本事故発生場所 

（平成３０年８月３０日０７時１４分ごろ発生） 

六ツ瀬灯標 

備後灘航路第２号灯浮標 

カマギ島 

備後灘航路第１号灯浮標 

梶島 四阪島 
小型船の漂泊海域 

操業海域 

来島海峡航路 



- 6 - 

付図２ Ａ船の一般配置図（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ Ａ船の損傷状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ｂ船              写真３ Ｂ船の損傷状況 

 

 

 

 

 


